
　在学中、病気やケガなどで多額の診療費が必要になることがあ
ります。そんな時、日本大学では、「日本大学学生の傷害及び死亡
事故等に関する給付金規程」により対応しておりますが、適用範囲
が授業中や課外活動中の事故やケガなどに限定されているため、
給付が受けられず、経済的に困難な状況に陥る学生も少なくあり
ません。そこで、校友会では病気や学外でのケガなども含め、健康
保険を適用した保険診療一部負担金（調剤薬局分や食事療養費
等の自己負担分を除く）について助成を行う「日本大学校友会準

会員診療費助成制度」を設けておりますので、より一層安心して学
生生活を送ることができます。助成されるのは、高額療養費（区分
ウ）の自己負担限度額までとし、年度ごとの助成上限額は通信教
育部が5万円、その他の学部は10万円です（※）。助成を受けるため
には、校友会準会員会費を納入していることが条件になります。な
お、制度の内容については随時見直しを行っておりますので、詳し
くは各学部学生課・教学サポート課へお問い合わせください。

準会員の診療費の一部を校友会が負担します
　日本大学では、経済的な理由によって学生の学業に支障が生じ
ないよう、60種類以上にも及ぶ奨学金制度を設け、学生をサポー
トしています。しかしながら、現在の厳しい経済状況の中では必ず
しも万全とは言い切れません。そこで、校友会では銀行（みずほ銀
行）と提携し、準会員の父母等が利用できる教育ローンの制度を
設けることによって、より一層のサポート体制を整えています。この
制度では、卒業までの間は「元本据え置き型ローン」となっており、

在学中に発生する利子を校友会が全額給付いたしますので、卒業
後に元本と卒業後からの利子のみを返済すればよいことになりま
す（※）。なお、制度の詳細は次のとおりです。

在学中に発生する教育ローンの利子を奨学金として給付します

指定病院

奨学金制度（詳細）

奨学金申請から返済までの流れ

①校友会を知ろう！

診療費助成までの流れ

以下の全ての条件を満たす場合、
助成が受けられます。

●日本大学校友会準会員
●準会員本人が診療を受けた
●健康保険を適用して診療を受けた
●指定病院（下記参照）で診療を受けた
●下記の条件に当てはまらない

以下の場合、助成対象外です
●『日本大学学生の傷害及び死亡事故等に関する給付金規
程』の適用となる、授業中や課外活動中の事故やケガ。

●自賠責や労災などの適用となる、交通事故などの第三者行
為によるケガ、アルバイト中の事故やケガ。

●健康保険を利用しない自費診療、健康診断などの費用。

［ 提出するもの ］
●助成申請書
各学部学生課・教学サポート課にありますので、必要事項を
記入してください。

●指定病院でもらった領収書
コピーではなく原本を提出してください。高額療養費申請や
確定申告の医療費控除に使用する場合を除き、原則返却い
たしません。

申請された助成金は、本部学生部学生課と校友会が書類審
査を行った後、書類等に不備がなければ指定銀行口座に振
り込み手続きを行います。
なお、助成金は校友会で準会員会費納入状況確認後に書
類審査を行うため、給付が遅れる場合があります。あらかじ
めご了承ください。

指定病院の窓口に行き、学生証ま
たは準会員証と保険証を提示して
受診してください。
最後に病院窓口に一部負担金を支
払い、領収書をもらいます。

紹介状
指定病院を受診する場合、初診時に紹介状が
ないと、「選定療養の特別料金」がかかる場合
があります。なるべく、居住する地域の医療機関
や学校医からの紹介状を持参して受診するよう
にしてください。
なお、自費で支払った「選定療養の特別料金」
については助成対象外です。

●日本大学校友会（奨学金付教育ローン）奨学生願
●個人ローン借入申込書＊

●学費等の支弁者の所得証明書
（給与所得者は源泉徴収票）
●災害等の理由があるときは、被害状況の分かる書類
●その他必要書類
　 詳しくは、各学部学生課・教学サポート課へお問い合わせください。

申請後、保証会社による審査を経て給付が決定さ
れます。奨学生の父母等が、原則として前学期分ま
たは後学期分の授業料等に相当する元本据え置き
型ローンを組み、修業年限内に発生する利子を校
友会が奨学金として全額給付します。

融資決定後に、準会員会費未納、学費未納、休学、
退学、学則に違反した場合等は、奨学金給付が取り
消されることがあります。

奨学生の父母等または本人は卒業後、ロー
ンの返済計画に沿って元本と卒業後の利
子を銀行に返済します。ただし、奨学生が
卒業後、日本大学大学院に進学した場合、
在学期間分（最低修業年限内）の返済開始
を遅らせ、引き続き奨学金の給付を願い出
ることができます。この場合は、速やかに
変更届を提出することが義務付けられてい
ます。

日本大学病院

日本大学校友会は在学生（準会員）を支援しています。 学生支援 診療費助成制度 奨学金制度 さまざまな支援事業

診療費助成制度
日本大学校友会準会員

奨学金制度
日本大学校友会準会員（通信教育部を除く）

病気、ケガをして
指定病院で
受診（入院）

1 2

指定病院の窓口で
一部負担金を
支払う

学生課・
教学サポート課に
必要書類を提出

書類等審査後、
校友会から助成金の
給付を受ける
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学生課・
教学サポート課に
必要書類を提出
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選考のうえ給付 在学中 卒業から返済
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＊個人ローン
借入申込書

●板倉病院（千葉県船橋市）…………047-431-2662
●藤沢湘南台病院 ……………………0466-44-1451
●三島中央病院 ………………………055-971-4133㈹
●寿泉堂綜合病院（福島県郡山市）…024-932-6363㈹
●星総合病院（福島県郡山市）………024-983-5511㈹

●日本大学病院 …………………03-3293-1711㈹
●医学部付属 板橋病院…………03-3972-8111㈹
●歯学部付属 歯科病院…………03-3219-8080（総合案内）
●松戸歯学部付属病院 …………047-360-7111
●共立習志野台病院 ……………047-466-3018
●千葉県済生会習志野病院 ……047-473-1281㈹

※高額療養費に係る上限設定については、日本大学校友会のホームページを参照してください。

※変動金利3.6%（令和5年1月31日現在）　年に2度、金利の見直しがあります。

保証会社保証
方式 全額元本貸与、一部利子給付方式

奨学金給付額 融資額から生じた在学中における利子相当額（9月および3月に給付）

給付期間 修業年限内

ローン契約 保証会社が保証人となり、学生の父母等が銀行とローン契約を結ぶ

ローン返済期間 4年制学部は14年間、6年制学部・学科は16年間が最大の返済期間です
（修業年限プラス10年間が最大の返済期間となります）。

債権者 銀行

債務者 学生の父母等

条件

●人物が優れ、将来本学の卒業生として社会への貢献が期待できること
●経済的理由により学費の支弁が困難であること
●毎年度校友会準会員会費を納入していること
●学費納入期限の1カ月前までに申し出ること
●申込人（父母等）が、年齢、勤続年数、借入れ限度額、前年度の年収等の制約・条件を満たしていること
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